
⼤阪府スキルアップ⽀援⾦

厚⽣労働省の教育訓練給付制度の対象講座のうち、2024年４⽉以降に開講

し、2025年2⽉末までに修了する講座。通信も対象

◆教育訓練給付制度の詳細については、厚⽣労働省のHPでご確認ください 教育訓練給付制度 厚⽣労働省 

⼤阪府⺠の⽅のうち雇⽤保険に加⼊したことが無い⽅、雇⽤保険の受給資

格を喪失して１年以上の⽅、雇⽤保険に加⼊してから１年未満の⽅など

2 0 2 4年４⽉１⽇以降の

開講講座対象

申請方法や詳細については、特設ホームページ「にであう」にてご確認ください

補助率 ３／４（７５％） 上限 なし

補助率 １／２（５０％） 上限２０万円

建設業、トラック・バス・タクシードライバー

に関する講座（2 0 2 4年問題関係）

その他の講座

資格取得講座の受講費⽤を５０％〜７５％補助︕

対象講座

対象者

☑ ⼊社後１年未満の⽅であり

☑ 受講費⽤の⼀部を⾃⼰負担する場合
ご利⽤いただける可能性があります

〇MOS、Word、Excel、 CAD、グラフィックデザイン、ITパスポート

〇介護職員初任者研修、介護福祉⼠実務者研修

〇キャリアコンサルタント、簿記、宅地建物取引⼠、健康管理⼠、医療事務 など

個⼈向け

〇フォークリフト、クレーン、⽟掛け、電気⼯事、アーク溶接、ガス溶接

〇建築施⼯管理技術検定などの施⼯管理関係

〇⾃動⾞免許（⼤型（⼀種、⼆種）、中型（⼀種、⼆種）、準中型、普通⼆種）など

【お問合せ先】⼤阪府スキルアップ⽀援⾦事務局

〔電話番号〕06－6966－1030（平⽇9時〜18時）

〔住 所〕〒540-0031 ⼤阪市中央区北浜東3-14  エル・おおさか


